


 
 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 中長期目標変更案 新旧対照表 

・変更部分は赤字で下線。 

中 長 期 目 標 （変 更 後） 中 長 期 目 標 （変 更 前） 

 

（前略） 

 

Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び果たすべき役割 

我が国は、世界最高水準の平均寿命を達成し、人類誰もが願う長寿

社会を現実のものとした。世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国

にあって、国民が更に健康な生活及び長寿を享受することのできる社

会（健康長寿社会）を形成することが急務となっている。 

このような背景から、「日本再興戦略- JAPAN is BACK-」（平成 25

年６月 14 日 閣議決定）において、医療分野の研究開発の司令塔機

能を創設することとされ、 

①  医療分野の研究開発等の司令塔の本部として、内閣に、内閣

総理大臣・担当大臣・ 関係閣僚から成る推進本部の設置 

②  基礎から実用化まで切れ目ない研究管理の実務を行う独立行

政法人の創設 

等の措置を講ずることが明記された。 

 平成 26 年５月、健康・医療戦略推進法及び独立行政法人日本医療

研究開発機構法が成立し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（以下「ＡＭＥＤ」という。）の設立を始め、我が国の医療分野の研究開

発体制が新たに構築された。 

具体的には、医療分野の研究開発の司令塔本部として、内閣に内

閣総理大臣を本部長とし、全ての閣僚が本部員となる健康・医療戦略

推進本部が設置され、 

①  政府が総合的かつ長期的に講ずべき健康・医療に関する先端

的研究開発及び新産業創出に関する施策の大綱等である健康・

 

（前略） 

 

Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び果たすべき役割 

我が国は、世界最高水準の平均寿命を達成し、人類誰もが願う長寿

社会を現実のものとした。世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国

にあって、国民が更に健康な生活及び長寿を享受することのできる社

会（健康長寿社会）を形成することが急務となっている。 

このような背景から、「日本再興戦略- JAPAN is BACK-」（平成 25

年６月 14 日 閣議決定）において、医療分野の研究開発の司令塔機

能を創設することとされ、 

①  医療分野の研究開発等の司令塔の本部として、内閣に、内閣

総理大臣・担当大臣・ 関係閣僚から成る推進本部の設置 

②  基礎から実用化まで切れ目ない研究管理の実務を行う独立行

政法人の創設 

等の措置を講ずることが明記された。 

 平成 26 年５月、健康・医療戦略推進法及び独立行政法人日本医療

研究開発機構法が成立し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（以下「機構」という。）の設立を始め、我が国の医療分野の研究開発

体制が新たに構築された。 

具体的には、医療分野の研究開発の司令塔本部として、内閣に内

閣総理大臣を本部長とし、全ての閣僚が本部員となる健康・医療戦略

推進本部が設置され、 

①  政府が総合的かつ長期的に講ずべき健康・医療に関する先端

的研究開発及び新産業創出に関する施策の大綱等である健康・
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医療戦略及び当該戦略に即した医療分野研究開発推進計画を

定め、 

② 同戦略及び同計画の実施のために必要な、各省に計上されてい

る医療分野の研究開発関連予算を集約することにより、司令塔

機能の発揮に必要な予算を確保し、戦略的・重点的な予算配分

を行い、 

③  ＡＭＥＤにおいては、健康・医療戦略推進本部の下、医療分野研

究開発推進計画に基づき、基礎から実用化まで切れ目ない研究

支援を一体的に行う。この際、基礎研究、臨床研究及び治験、創

薬開発等の豊富な経験を有するプログラム・ディレクター（以下

「ＰＤ」という。）、プログラム・オフィサー（以下「ＰＯ」という。）等の

適切な配置を行い、実用化のための研究を基礎段階から一貫し

て一体的な管理を行う 

こととなっている。 

 

（中略） 

 

ＡＭＥＤは、医療分野研究開発推進計画において、医療分野の研究

開発及びその環境整備の実施・助成について中核的な役割を担う機

関として位置付けられており、医療分野の研究開発関連予算（国が定

めた戦略に基づくトップダウンの研究を行うために、研究者や研究機関

に配分される研究費等）を集約することにより、各省がそれぞれ実施し

てきた医療分野の研究開発について、 

①  各省の枠を超えて、領域ごとに置かれるＰＤ、ＰＯを活用した、

基礎から実用化までの一貫した研究管理、 

②  知的財産の専門家による知的財産管理、知的財産取得戦 略

の立案支援や、臨床研究及び治験をサポートする専門のスタッフ

等の専門人材による研究支援、 

③  研究費申請の窓口・手続の一本化等による、研究費等のワンス

トップサービス化 

医療戦略及び当該戦略に即した医療分野研究開発推進計画を

定め、 

② 同戦略及び同計画の実施のために必要な、各省に計上されてい

る医療分野の研究開発関連予算を集約することにより、司令塔

機能の発揮に必要な予算を確保し、戦略的・重点的な予算配分

を行い、 

③  機構においては、健康・医療戦略推進本部の下、医療分野研究

開発推進計画に基づき、基礎から実用化まで切れ目ない研究支

援を一体的に行う。この際、基礎研究、臨床研究及び治験、創薬

開発等の豊富な経験を有するプログラム・ディレクター（以下「Ｐ

Ｄ」という。）、プログラム・オフィサー（以下「ＰＯ」という。）等の適

切な配置を行い、実用化のための研究を基礎段階から一貫して

一体的な管理を行う 

こととなっている。 

 

（中略） 

 

機構は、医療分野研究開発推進計画において、医療分野の研究開

発及びその環境整備の実施・助成について中核的な役割を担う機関と

して位置付けられており、医療分野の研究開発関連予算（国が定めた

戦略に基づくトップダウンの研究を行うために、研究者や研究機関に

配分される研究費等）を集約することにより、各省がそれぞれ実施して

きた医療分野の研究開発について、 

①  各省の枠を超えて、領域ごとに置かれるＰＤ、ＰＯを活用した、

基礎から実用化までの一貫した研究管理、 

②  知的財産の専門家による知的財産管理、知的財産取得戦 略

の立案支援や、臨床研究及び治験をサポートする専門のスタッフ

等の専門人材による研究支援、 

③  研究費申請の窓口・手続の一本化等による、研究費等のワンス

トップサービス化 



 
 

等を図り、医療分野の研究開発を基礎から実用化まで切れ目ない

研究支援を一体的に行うことが求められている。 

 

このようなＡＭＥＤに期待されている役割（ミッション）が十分発揮さ

れ、世界最高水準の医療の提供、ひいては、健康長寿社会の形成に

資することを期待しているものである。 

 

 

Ⅱ．中長期目標の期間 

 ＡＭＥＤの中長期目標の期間は、平成 27 年４月から平成 32 年３月ま

での５年間とする。 

 

 

Ⅲ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上 

 ＡＭＥＤは、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実

用化のための研究開発まで一貫した研究開発の推進及びその成果の

円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行わ

れるための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、健康・医療戦

略推進本部が決定する医療分野研究開発推進計画に基づき、大学、

研究開発法人その他の研究機関の能力を活用して行う医療分野の研

究開発及びその環境の整備等の業務を行うことを目的としている。 

 

このため、ＡＭＥＤは、医療分野研究開発推進計画の着実な実現を

図っていく必要がある。具体的には、中長期目標期間中に、 

（１）  医療に関する研究開発のマネジメントの実現などＡＭＥＤに求め

られる機能を発揮するための体制を構築する等とともに、 

（２）  医療分野において、基礎研究から実用化へ一貫してつなぐプロ

ジェクトの実施 

を図っていく必要がある。 

  

等を図り、医療分野の研究開発を基礎から実用化まで切れ目ない

研究支援を一体的に行うことが求められている。 

 

このような機構に期待されている役割（ミッション）が十分発揮され、

世界最高水準の医療の提供、ひいては、健康長寿社会の形成に資す

ることを期待しているものである。 

 

 

Ⅱ．中長期目標の期間 

 機構の中長期目標の期間は、平成 27 年４月から平成 32 年３月まで

の５年間とする。 

 

 

Ⅲ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上 

 機構は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用

化のための研究開発まで一貫した研究開発の推進及びその成果の円

滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われ

るための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、健康・医療戦略

推進本部が決定する医療分野研究開発推進計画に基づき、大学、研

究開発法人その他の研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究

開発及びその環境の整備等の業務を行うことを目的としている。 

 

このため、機構は、医療分野研究開発推進計画の着実な実現を図

っていく必要がある。具体的には、中長期目標期間中に、 

（１） 医療に関する研究開発のマネジメントの実現など機構に求めら

れる機能を発揮するための体制を構築する等とともに、 

（２）  医療分野において、基礎研究から実用化へ一貫してつなぐプロ

ジェクトの実施 

を図っていく必要がある。 

  



 
 

なお、評価に当たっては、下記の目標を踏まえ別途定める評価軸等

に基づき実施することとするが、医療分野の研究開発は、長期性や不

確実性等といった特性に加え、ヒトを研究対象として健康へ悪影響を

及ぼしかねない臨床研究や医薬品医療機器等法に基づく承認申請が

必要であるなど、他の研究分野にはない特殊性があることを十分踏ま

え、目標の達成度のみならず、達成に向けた過程や成果の影響度等

を総合的に評価する。 

 

（１）ＡＭＥＤに求められる機能を発揮するための体制の構築等 

① 医療に関する研究開発のマネジメントの実現 

ＡＭＥＤにおいて実施される研究開発の成否は、プロジェクトマネジメ

ントにかかっている。このため、患者や医療現場、産業界等からのニー

ズの把握や技術的可能性を評価し、現実的なビジョンの下に計画を常

に見直すことのできるマネジメントを実現する。そのためには、優れた

シーズを見出す目利き機能、臨床研究及び治験への橋渡しや実用化

を実現するための産業界への導出に向けての企画力、規制対応等の

周到な準備と研究者を支援・指導する牽引力が求められる。 

  具体的には、患者や医療現場、研究者、産業界等からのニーズの

把握等のためのアドバイザリーボードを理事長の下に置くとともに、国

内外の動向を把握、評価し、テーマを抽出するための専門家によるシ

ンクタンク機能を備える。また、個別研究課題の選定にピア・レビュー

方式を導入する。世界の最新の情勢を把握したＰＤ、ＰＯ等がこれを活

用した研究の実施、研究動向の把握・調査、シーズの探査・育成研究

の強化（スクリーニングや最適化研究）や優れた基礎研究成果を臨床

研究及び治験、産業化へつなげる一貫したマネジメント（研究の進捗

管理・助言、規制対応等）及び適切な研究実施のための監視・管理機

能など、研究開発の開始、推進、監視・管理、さらには、方針の転換に

至るまで一元的かつ一貫したプロジェクトマネジメント機能を果たすも

のとする。 

また、医療研究開発を円滑に促進するために、ＡＭＥＤから交付される

なお、評価に当たっては、下記の目標を踏まえ別途定める評価軸等

に基づき実施することとするが、医療分野の研究開発は、長期性や不

確実性等といった特性に加え、ヒトを研究対象として健康へ悪影響を

及ぼしかねない臨床研究や医薬品医療機器等法に基づく承認申請が

必要であるなど、他の研究分野にはない特殊性があることを十分踏ま

え、目標の達成度のみならず、達成に向けた過程や成果の影響度等

を総合的に評価する。 

 

（１）機構に求められる機能を発揮するための体制の構築等 

① 医療に関する研究開発のマネジメントの実現 

機構において実施される研究開発の成否は、プロジェクトマネジメン

トにかかっている。このため、患者や医療現場、産業界等からのニーズ

の把握や技術的可能性を評価し、現実的なビジョンの下に計画を常に

見直すことのできるマネジメントを実現する。そのためには、優れたシ

ーズを見出す目利き機能、臨床研究及び治験への橋渡しや実用化を

実現するための産業界への導出に向けての企画力、規制対応等の周

到な準備と研究者を支援・指導する牽引力が求められる。 

  具体的には、患者や医療現場、研究者、産業界等からのニーズの

把握等のためのアドバイザリーボードを理事長の下に置くとともに、国

内外の動向を把握、評価し、テーマを抽出するための専門家によるシ

ンクタンク機能を備える。また、個別研究課題の選定にピア・レビュー

方式を導入する。世界の最新の情勢を把握したＰＤ、ＰＯ等がこれを活

用した研究の実施、研究動向の把握・調査、シーズの探査・育成研究

の強化（スクリーニングや最適化研究）や優れた基礎研究成果を臨床

研究及び治験、産業化へつなげる一貫したマネジメント（研究の進捗

管理・助言、規制対応等）及び適切な研究実施のための監視・管理機

能など、研究開発の開始、推進、監視・管理、さらには、方針の転換に

至るまで一元的かつ一貫したプロジェクトマネジメント機能を果たすも

のとする。 

また、医療研究開発を円滑に促進するために、機構から交付される研



 
 

研究費について現場で効果的に使えるよう工夫を行う。 

 

② 研究不正防止の取組の推進 

基礎研究及び臨床研究における不正防止の取組を推進するため、

専門の部署を置き、自らが配分する研究費により実施される研究に対

して、公正かつ適正な実施の確保を図るとともに、業務を通じた医療分

野の研究開発に関する研究不正の防止に関するノウハウの蓄積及び

専門的な人材の育成に努める。 

 

③臨床研究及び治験データマネジメントの実行 

  推進する研究については、臨床研究及び治験に係る計画書（プロト

コール）の策定、研究の進捗状況の把握、研究データの管理（データ入

力、集計、解析）、研究成果や知的財産の管理等の研究マネジメントを

効率的に実施する方策を検討し、その実行に向けた取組を行う。 

 

④実用化へ向けた支援 

  知的財産管理・相談窓口、知的財産取得戦略の立案支援等の知

的財産取得に向けた研究機関への支援機能や、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）と連携した有望シーズの出口戦略の策

定・助言や企業への情報提供・マッチング、知的財産の導出（ライセン

スアウト）及びワンストップサービスの提供等といった実用化に向けた

企業連携・産学連携を支援する機能の具備を図る。また、研究開発の

成果が、我が国の医療技術水準や産業競争力の向上に寄与すること

ができるよう、官民ファンド等に研究開発の成果をつなげ、実用化を促

進する取組を行う。 

 

⑤研究開発の基盤整備に対する支援 

  新たなバイオマーカーを探索・解明することで実現する革新的な診

断技術・機器、既知のマーカーを取り扱いやすく、非侵襲、低侵襲で、

正確かつ低コストで測定できる診断技術や機器をシームレスに開発す

究費について現場で効果的に使えるよう工夫を行う。 

 

②研究不正防止の取組の推進 

基礎研究及び臨床研究における不正防止の取組を推進するため、

専門の部署を置き、自らが配分する研究費により実施される研究に対

して、公正かつ適正な実施の確保を図るとともに、業務を通じた医療分

野の研究開発に関する研究不正の防止に関するノウハウの蓄積及び

専門的な人材の育成に努める。 

 

③臨床研究及び治験データマネジメントの実行 

  推進する研究については、臨床研究及び治験に係る計画書（プロト

コール）の策定、研究の進捗状況の把握、研究データの管理（データ入

力、集計、解析）、研究成果や知的財産の管理等の研究マネジメントを

効率的に実施する方策を検討し、その実行に向けた取組を行う。 

 

④実用化へ向けた支援 

  知的財産管理・相談窓口、知的財産取得戦略の立案支援等の知

的財産取得に向けた研究機関への支援機能や、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）と連携した有望シーズの出口戦略の策

定・助言や企業への情報提供・マッチング、知的財産の導出（ライセン

スアウト）及びワンストップサービスの提供等といった実用化に向けた

企業連携・産学連携を支援する機能の具備を図る。また、研究開発の

成果が、我が国の医療技術水準や産業競争力の向上に寄与すること

ができるよう、官民ファンド等に研究開発の成果をつなげ、実用化を促

進する取組を行う。 

 

⑤研究開発の基盤整備に対する支援 

  新たなバイオマーカーを探索・解明することで実現する革新的な診

断技術・機器、既知のマーカーを取り扱いやすく、非侵襲、低侵襲で、

正確かつ低コストで測定できる診断技術や機器をシームレスに開発す



 
 

るための体制整備、革新的医療技術創出拠点の強化・体制整備やエ

ビデンスに基づいた予防医療・サービス手法を開発するためのバイオ

バンク等の強化及びモデル動物等のバイオリソースの整備等を行う。 

  ＡＭＥＤの研究開発の成果が、可能な限り広く共有され、医療分野

の研究開発の更なる促進に活用されるよう、その利活用に向けたデー

タベース化を推進する。 

 

⑥国際戦略の推進 

  最先端分野における欧米等の研究開発先進国との協力、ゲノム研

究におけるアジア諸国との連携をはじめ国際貢献及び協力は、同時

に、我が国の研究開発にとっても必要欠くべからざるものとなってお

り、ひいては世界の持続可能な発展につながるものである。産業化の

視点では、画像診断分野において、医療への貢献、海外展開を加速す

る。加えて、相手国の実情とニーズに適した医療サービスの提供や制

度開発等の協力を通じて、真に相手国の医療の発展に寄与する持続

的な事業展開を意識した日本の産業競争力の強化を図る必要があ

る。さらに、地球規模課題としての保健医療（グローバルヘルス）を日

本外交の重要課題と位置付け、日本の知見等を総動員し、世界の全

ての人が基本的保健医療サービスを負担可能な費用で享受すること

（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）も求められる。 

このような認識の下、国際的な研究開発動向を踏まえ、我が国にと

って真に価値のある国際共同研究を推進するとともに、我が国の医療

に係る研究能力を活用して国際的にも貢献する。 

 

⑦政府出資を活用した産学官共同での医薬品・医療機器の研究開発

の促進等 

政府出資を活用し、革新的な新薬・医療機器等の創出に向けて、産

学官が連携して取り組む研究開発及びその環境の整備を促進する。 

当該事業を進めるに当たっては、実用化が困難な革新的新薬・医

療機器等の実用化開発の不確実性を踏まえ、研究開発に係る事業計

るための体制整備、革新的医療技術創出拠点の強化・体制整備やエ

ビデンスに基づいた予防医療・サービス手法を開発するためのバイオ

バンク等の強化及びモデル動物等のバイオリソースの整備等を行う。 

  機構の研究開発の成果が、可能な限り広く共有され、医療分野の

研究開発の更なる促進に活用されるよう、その利活用に向けたデータ

ベース化を推進する。 

 

⑥国際戦略の推進 

  最先端分野における欧米等の研究開発先進国との協力、ゲノム研

究におけるアジア諸国との連携をはじめ国際貢献及び協力は、同時

に、我が国の研究開発にとっても必要欠くべからざるものとなってお

り、ひいては世界の持続可能な発展につながるものである。産業化の

視点では、画像診断分野において、医療への貢献、海外展開を加速す

る。加えて、相手国の実情とニーズに適した医療サービスの提供や制

度開発等の協力を通じて、真に相手国の医療の発展に寄与する持続

的な事業展開を意識した日本の産業競争力の強化を図る必要があ

る。さらに、地球規模課題としての保健医療（グローバルヘルス）を日

本外交の重要課題と位置付け、日本の知見等を総動員し、世界の全

ての人が基本的保健医療サービスを負担可能な費用で享受すること

（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）も求められる。 

このような認識の下、国際的な研究開発動向を踏まえ、我が国にと

って真に価値のある国際共同研究を推進するとともに、我が国の医療

に係る研究能力を活用して国際的にも貢献する。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 



 
 

画・事業目標を含む事業採択のための審査、事業の進捗状況の確認

や進捗過程における課題の相談、事業終了時の事業目標等の達成状

況等の評価など、政府出資を活用して研究開発等を支援するために

必要な実施体制を構築する。また、その進捗状況については、内閣

府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省（以下「所管府省」とい

う。）に適宜報告するとともに、所管府省から改善を求められた場合に

は、これに適切に対応する。 

 

（２）基礎研究から実用化へ一貫してつなぐプロジェクトの実施 

  医療分野研究開発推進計画（平成26年７月22日健康・医療戦略推

進本部決定。以下「計画」という。）は、基礎研究からの優れたシーズを

見出し、これを実用化へ一貫してつなぎ、具体的な成果を目指すもの

である。このため、取組の当初から、臨床研究及び治験への橋渡しや

産業界への導出に向けた戦略と周到な準備に基づく実施が求められ

る。 

ＡＭＥＤは、これまでの研究開発によるシーズ等の活用も含めて、計

画に掲げている研究領域（医薬品創出、医療機器開発、革新的な医療

技術創出拠点、再生医療、オーダーメイド・ゲノム医療、疾病に対応し

た研究（がん、精神・神経疾患、新興・再興感染症、難病）等）ごとの成

果目標（ＫＰＩ）を設定等し、その達成に向けて、個々の研究開発の開

始・方針の転換等について権限と裁量を、研究領域ごとに置くＰＤに付

与し、ＰＤの下に各研究チームが、出口を見据えて、シーズの探索・選

択や個々のシーズごとの戦略に基づく開発研究を行うとともに、シーズ

が頓挫した場合にはそれに替わる新たなシーズを随時選択すること

で、各チームの下で常に複数のシーズの開発研究が行われるようなマ

ネジメントを構築する。 

  さらに、リスクはあるが、飛躍的な可能性を秘めた課題に対しても、

画期的なイノベーションの実現を目指す支援を行うことが期待される。 

  これらの各省連携プロジェクトの推進に当たっては、疾患の基礎研

究の発展を図りつつ、研究の急激な進捗や、関係する科学技術の画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基礎研究から実用化へ一貫してつなぐプロジェクトの実施 

  医療分野研究開発推進計画（平成26年７月22日健康・医療戦略推

進本部決定。以下「計画」という。）は、基礎研究からの優れたシーズを

見出し、これを実用化へ一貫してつなぎ、具体的な成果を目指すもの

である。このため、取組の当初から、臨床研究及び治験への橋渡しや

産業界への導出に向けた戦略と周到な準備に基づく実施が求められ

る。 

機構は、これまでの研究開発によるシーズ等の活用も含めて、計画

に掲げている研究領域（医薬品創出、医療機器開発、革新的な医療技

術創出拠点、再生医療、オーダーメイド・ゲノム医療、疾病に対応した

研究（がん、精神・神経疾患、新興・再興感染症、難病）等）ごとの成果

目標（ＫＰＩ）を設定等し、その達成に向けて、個々の研究開発の開始・

方針の転換等について権限と裁量を、研究領域ごとに置くＰＤに付与

し、ＰＤの下に各研究チームが、出口を見据えて、シーズの探索・選択

や個々のシーズごとの戦略に基づく開発研究を行うとともに、シーズが

頓挫した場合にはそれに替わる新たなシーズを随時選択することで、

各チームの下で常に複数のシーズの開発研究が行われるようなマネ

ジメントを構築する。 

  さらに、リスクはあるが、飛躍的な可能性を秘めた課題に対しても、

画期的なイノベーションの実現を目指す支援を行うことが期待される。 

  これらの各省連携プロジェクトの推進に当たっては、疾患の基礎研



 
 

期的な発展等に機動的に対応できるような資源配分やマネジメント、レ

ギュラトリーサイエンスの充実を実現する。 

以下の研究領域等を互いに連携して研究開発を推進していくため、適

切な進捗管理等を通じて必要な対応を図る。 

  計画に掲げられている研究領域等ごとの目標は下記のとおりであ

るが、これらは、健康・医療戦略推進本部が平成26年７月に決定した

計画における目標を掲げていることから、いずれも重要度、優先度等

は高いものである。 

 

（中略） 

 

Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項 

（１）業務改善の取組に関する事項 

①組織・人員体制の整備 

ＡＭＥＤに求められる機能（研究開発のマネジメント、研究不正の防

止、臨床研究及び治験データマネジメント、実用化へ向けた支援、研究

開発の基盤整備に対する支援、国際戦略の推進、政府出資を活用し

た産学官共同での医薬品・医療機器の研究開発の促進等）を果たす

ため、適切な組織・人員体制を整備することとする。また、関連する政

策や医療分野の研究開発動向の変化、業務の進捗状況に応じ機動

性・効率性が確保できるような柔軟な組織・人員体制を整備することと

する。 

特に、ＡＭＥＤにおけるマネジメントにおいて重要な役割を果たすＰ

Ｄ、ＰＯ等、高度の専門性が必要とされる者については、産学官からの

優れた人材の登用を積極的に行うこととする。また、利益相反の防止

や透明性の確保にも配慮しつつ、外部人材を登用するものとする。 

                           
②ＰＤＣＡサイクルの徹底 

ＡＭＥＤで行っている事業については厳格な評価を行い、不断の業

務改善を行うこととする。評価に当たっては、外部の専門家・有識者を

究の発展を図りつつ、研究の急激な進捗や、関係する科学技術の画

期的な発展等に機動的に対応できるような資源配分やマネジメント、レ

ギュラトリーサイエンスの充実を実現する。 

以下の研究領域等を互いに連携して研究開発を推進していくため、適

切な進捗管理等を通じて必要な対応を図る。 

  計画に掲げられている研究領域等ごとの目標は下記のとおりであ

るが、これらは、健康・医療戦略推進本部が平成26年７月に決定した

計画における目標を掲げていることから、いずれも重要度、優先度等

は高いものである。 

 

（中略） 

 

Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項 

（１）業務改善の取組に関する事項 

①組織・人員体制の整備 

機構に求められる機能（基礎から実用化まで一貫した研究管理、研

究不正の防止、実用化へ向けた支援、国際戦略の推進等）を果たすた

め、適切な組織・人員体制を整備することとする。また、関連する政策

や医療分野の研究開発動向の変化、業務の進捗状況に応じ機動性・

効率性が確保できるような柔軟な組織・人員体制を整備することとす

る。 

 

 

特に、機構におけるマネジメントにおいて重要な役割を果たすＰＤ、

ＰＯ等、高度の専門性が必要とされる者については、産学官からの優

れた人材の登用を積極的に行うこととする。また、利益相反の防止や

透明性の確保にも配慮しつつ、外部人材を登用するものとする。 

                           
②ＰＤＣＡサイクルの徹底 

機構で行っている事業については厳格な評価を行い、不断の業務



 
 

活用するなど適切な体制を構築することとする。また、評価結果をその

後の事業改善にフィードバックするなど、ＰＤＣＡサイクルを徹底する。  

 

③ 適切な調達の実施 

調達案件については、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの

下、一般競争入札を原則としつつも、随意契約できる事由を会計規程

等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達を

実施する。公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な

調達を実現する観点から、ＡＭＥＤが策定した「調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実施する。       

 

④ 外部能力の活用 

費用対効果、専門性等の観点から、ＡＭＥＤ自ら実施すべき業務、

外部の専門機関の活用が適当と考えられる業務を精査し、外部の専

門機関の活用が適当と考えられる業務については、外部委託を活用

するものとする。 

 

⑤ 業務の効率化 

運営費交付金を充当して行う事業については、新規に追加されるも

の、拡充分等は除外した上で、一般管理費（人件費、公租公課等の所

要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）

は毎年度平均で２％以上、事業費は毎年度平均で１％以上の効率化

を達成する。 

また、総人件費については、政府の方針に従い、必要な措置を講じ

るものとする。 

さらに、給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規

程、俸給表及び総人件費を公表するとともに、国民に対して納得が得

られるよう説明することとする。また、給与水準の検証を行い、これを

維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講じることによ

り、給与水準の適正化に取り組み、その検証結果や取組状況を公表

改善を行うこととする。評価に当たっては、外部の専門家・有識者を活

用するなど適切な体制を構築することとする。また、評価結果をその後

の事業改善にフィードバックするなど、ＰＤＣＡサイクルを徹底する。   

 

⑥ 適切な調達の実施 

調達案件については、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの

下、一般競争入札を原則としつつも、随意契約できる事由を会計規程

等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達を

実施する。公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な

調達を実現する観点から、機構が策定した「調達等合理化計画」に基

づく取組を着実に実施する。       

 

⑦ 外部能力の活用 

費用対効果、専門性等の観点から、機構自ら実施すべき業務、外部

の専門機関の活用が適当と考えられる業務を精査し、外部の専門機

関の活用が適当と考えられる業務については、外部委託を活用するも

のとする。 

 

⑧ 業務の効率化 

運営費交付金を充当して行う事業については、新規に追加されるも

の、拡充分等は除外した上で、一般管理費（人件費、公租公課等の所

要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）

は毎年度平均で２％以上、事業費は毎年度平均で１％以上の効率化

を達成する。 

また、総人件費については、政府の方針に従い、必要な措置を講じ

るものとする。 

さらに、給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規

程、俸給表及び総人件費を公表するとともに、国民に対して納得が得

られるよう説明することとする。また、給与水準の検証を行い、これを

維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講じることによ



 
 

するものとする。 

 

(２)業務の電子化に関する事項 

  電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るととも

に、ＡＭＥＤの制度利用者の利便性の向上に努めることとする。また、

幅広いＩＣＴ需要に対応できるＡＭＥＤ内情報ネットワークの充実を図る

こととする。情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な

強度を確保するとともに、震災等の災害時への対策を確実に行うこと

により、業務の安全性、信頼性を確保することとする。 

このため、「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成

17 年６月 29 日各府省情報統括化責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）を踏ま

え、業務・システム最適化計画を策定するとともに、当該計画に基づ

き、業務・システムの最適化を実施するものとする。             

 

 

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項 

（１） 運営費交付金の適切な執行に向けた取組 

  各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生要因等を

厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。             

 

（２） 保有資産の処分等 

  ＡＭＥＤが保有する資産については、有効活用を推進するとともに、

不断の見直しを行い保有する必要がなくなったものについては廃止等

を行う。    

 

 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項 

（１） 内部統制に係る体制の整備 

  内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するため

の有効な手段の一つであることから、法人の長による法人運営の基本

り、給与水準の適正化に取り組み、その検証結果や取組状況を公表

するものとする。 

 

(２)業務の電子化に関する事項 

  電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るととも

に、機構の制度利用者の利便性の向上に努めることとする。また、幅

広いＩＣＴ需要に対応できる機構内情報ネットワークの充実を図ることと

する。情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度

を確保するとともに、震災等の災害時への対策を確実に行うことによ

り、業務の安全性、信頼性を確保することとする。 

このため、「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成

17 年６月 29 日各府省情報統括化責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）を踏ま

え、業務・システム最適化計画を策定するとともに、当該計画に基づ

き、業務・システムの最適化を実施するものとする。             

 

 

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項 

（１） 運営費交付金の適切な執行に向けた取組 

  各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生要因等を

厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。             

 

（２） 保有資産の処分等 

  機構が保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不

断の見直しを行い保有する必要がなくなったものについては廃止等を

行う。    

 

 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項 

（１） 内部統制に係る体制の整備 

  内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するため



 
 

理念／運営方針／職員の行動憲章を定めるなど、必要な取組を推進

する。この際、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等

の整備」（平成 26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）等に通

知した事項を参考にするものとする。         

 

（２）コンプライアンスの推進 

  ＡＭＥＤが医療分野の研究開発等の中核的な役割を果たしていくた

めには、独立行政法人制度や国の制度等の法令等様々なルールを遵

守し適切に行動していく必要がある。このため、コンプライアンス体制

について、必要な規程を整備するとともに、定期的な取組状況の点検

や職員の意識浸透状況の検証を行い、適宜必要な見直しを行う。 

 

（３）情報公開の推進等 

  ＡＭＥＤの適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適

切かつ積極的に情報の公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を

図る取組を推進する。具体的には、独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）及び個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき、適切に対応するとと

もに、職員への周知徹底を行う。  

 

（後略） 

 

の有効な手段の一つであることから、法人の長による法人運営の基本

理念／運営方針／職員の行動憲章を定めるなど、必要な取組を推進

する。この際、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等

の整備」（平成 26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）等に通

知した事項を参考にするものとする。         

 

（２）コンプライアンスの推進 

  機構が医療分野の研究開発等の中核的な役割を果たしていくため

には、独立行政法人制度や国の制度等の法令等様々なルールを遵守

し適切に行動していく必要がある。このため、コンプライアンス体制に

ついて、必要な規程を整備するとともに、定期的な取組状況の点検や

職員の意識浸透状況の検証を行い、適宜必要な見直しを行う。 

 

（３）情報公開の推進等 

  機構の適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切

かつ積極的に情報の公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図

る取組を推進する。具体的には、独立行政法人等の保有する情報の

公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）及び個人情報の保護に

関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき、適切に対応するととも

に、職員への周知徹底を行う。  

 

（後略） 

 
 



 

 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構に関する評価軸等について（変更後） 

       

    

中長期目標 評価軸 指標（関連する評価指標、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標等） 

Ⅲ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上 
 

（１） 機構に求められる機能を発揮するための体制の
構築等 

 
① 医療に関する研究開発のマネジメントの実現 
 機構において実施される研究開発の成否は、プロジ
ェクトマネジメントにかかっている。このため、患者
や医療現場、産業界等からのニーズの把握や技術的可
能性を評価し、現実的なビジョンの下に計画を常に見
直すことのできるマネジメントを実現する。そのため
には、優れたシーズを見出す目利き機能、臨床研究及
び治験への橋渡しや実用化を実現するための産業界
への導出に向けての企画力、規制対応等の周到な準備
と研究者を支援・指導する牽引力が求められる。 
 具体的には、患者や医療現場、研究者、産業界等か
らのニーズの把握等のためのアドバイザリーボード
を理事長の下に置くとともに、国内外の動向を把握、
評価し、テーマを抽出するための専門家によるシンク
タンク機能を備える。また、個別研究課題の選定にピ
ア・レビュー方式を導入する。世界の最新の情勢を把
握したＰＤ、ＰＯ等がこれを活用した研究の実施、研
究動向の把握・調査、シーズの探査・育成研究の強化
（スクリーニングや最適化研究）や優れた基礎研究成
果を臨床研究及び治験、産業化へつなげる一貫したマ
ネジメント（研究の進捗管理・助言、規制対応等）及
び適切な研究実施のための監視・管理機能など、研究
開発の開始、推進、監視・管理、さらには、方針の転
換に至るまで一元的かつ一貫したプロジェクトマネ
ジメント機能を果たすものとする。 
また、医療研究開発を円滑に促進するために、機構

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・患者や医療現場、研究者、産業界等からのニーズの
把握等のためのアドバイザリーボードを理事長の
下に設置したか。 

・国内外の動向を把握、評価し、テーマを抽出するた
めの専門家によるシンクタンク機能を備えたか。 

・個別研究課題の選定にピア・レビュー方式を導入し
たか。 

・世界の最新の情勢を把握したＰＤ、ＰＯ等が、研究
開発の開始、推進、監視・管理、さらには、方針の
転換に至るまで一元的かつ一貫したプロジェクト
マネジメント機能を果たしたか。 

・医療研究開発を円滑に促進するために、機構から交
付される研究費について現場で効果的に使えるよ
う工夫を行ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（評価指標） 
・研究・経営評議会の取組状況 
・アドバイザリーボードの取組状況 
・専門家によるシンクタンク機能の具備状況 
・シーズやニーズのサイトビジット等による把握状況、
大学や研究機関、企業との連携の進捗状況 

・個別研究課題の選定における、ピア・レビュー方式の
導入・実施状況 

・プロジェクトマネジメントの取組状況 
・研究費の効果的運用に関する取組状況 
 
（モニタリング指標） 
・事前評価委員会の設置数 
・事前評価委員会の開催実施回数 
・ＰＤＰＳＰＯ会議実施回数 



 

から交付される研究費について現場で効果的に使え
るよう工夫を行う。 

 

・研究費の効果的運用に関する計画変更数及び契約変更
数 

 

② 研究不正防止の取組の推進 

 基礎研究及び臨床研究における不正防止の取組を

推進するため、専門の部署を置き、自らが配分する研

究費により実施される研究に対して、公正かつ適正な

実施の確保を図るとともに、業務を通じた医療分野の

研究開発に関する研究不正の防止に関するノウハウ

の蓄積及び専門的な人材の育成に努める。 
 

 
・基礎研究及び臨床研究における不正防止の取組を推

進するため、専門の部署を設置したか。 
・自らが配分する研究費により実施される研究に対し

て、公正かつ適正な実施の確保を図ったか。 
・業務を通じた医療分野の研究開発に関する研究不正

の防止に関するノウハウの蓄積及び専門的な人材
の育成に努めたか。 

 
（評価指標） 
・専門部署の設置状況 
・機構で実施されている研究の公正かつ適正な実施の確
保に向けた取組状況 

・研究不正の防止に関するノウハウの蓄積、専門的な人
材育成の取組状況 

 
（モニタリング指標） 
・研究不正防止に係る説明会の開催回数及び受講者数 
・研究倫理教育プログラムの履修確認報告された課題数 

③ 臨床研究及び治験データマネジメントの実行 
 推進する研究については、臨床研究及び治験に係る
計画書（プロトコール）の策定、研究の進捗状況の把
握、研究データの管理（データ入力、集計、解析）、
研究成果や知的財産の管理等の研究マネジメントを
効率的に実施する方策を検討し、その実行に向けた取
組を行う。 
 

 
・臨床研究及び治験に係る計画書（プロトコール）の
策定、研究の進捗状況の把握、研究データの管理（デ
ータ入力、集計、解析）、研究成果や知的財産の管
理等の研究マネジメントを効率的に実施する方策
を検討し、その実行に向けた取組を行なったか。 

 
（評価指標） 
・研究マネジメントを効率的に実施する方策の検討及び
その実行に向けた取組状況 

 
（モニタリング指標） 
・臨床研究コーディネーター（CRC）研修の実施状況（回
数及び人数） 

・研究データ管理を行うデータマネージャー（DM）研修
の実施状況（回数及び人数） 

④ 実用化へ向けた支援 

知的財産管理・相談窓口、知的財産取得戦略の立案

支援等の知的財産取得に向けた研究機関への支援機

能や、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤ

Ａ）と連携した有望シーズの出口戦略の策定・助言や

企業への情報提供・マッチング、知的財産の導出（ラ

イセンスアウト）及びワンストップサービスの提供等

といった実用化に向けた企業連携・産学連携を支援す

る機能の具備を図る。また、研究開発の成果が、我が

国の医療技術水準や産業競争力の向上に寄与するこ

とができるよう、官民ファンド等に研究開発の成果を

つなげ、実用化を促進する取組を行う。 

 

 
・知的財産管理・相談窓口、知的財産取得戦略の立案
支援等の知的財産取得に向けた研究機関への支援
機能の具備を図ったか。 

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）
と連携した有望シーズの出口戦略の策定・助言の機
能の具備を図ったか。 

・企業への情報提供・マッチング、知的財産の導出（ラ
イセンスアウト）及びワンストップサービスの提供
等といった実用化に向けた企業連携・産学連携を支
援する機能の具備を図ったか。 

・官民ファンド等に研究開発の成果をつなげ、実用化

を促進する取組を行ったか。 

 
（評価指標） 
・知的財産支援の実施状況 
・実用化に向けた企業連携・産学連携を支援する機能の
具備状況 

・ＰＭＤＡと連携した有望シーズの出口戦略の策定・助
言の機能の具備状況 

・官民ファンド等に研究開発の成果をつなげ、実用化を
促進するための取組状況 

 
（モニタリング指標） 
・知的財産管理・相談窓口への相談件数 
・ＰＭＤＡと連携した出口戦略の策定・助言数 



 

⑤ 研究開発の基盤整備に対する支援 

 新たなバイオマーカーを探索・解明することで実現

する革新的な診断技術・機器、既知のマーカーを取り

扱いやすく、非侵襲、低侵襲で、正確かつ低コストで

測定できる診断技術や機器をシームレスに開発する

ための体制整備、革新的医療技術創出拠点の強化・体

制整備やエビデンスに基づいた予防医療・サービス手

法を開発するためのバイオバンク等の強化及びモデ

ル動物等のバイオリソースの整備等を行う。 

 機構の研究開発の成果が、可能な限り広く共有さ

れ、医療分野の研究開発の更なる促進に活用されるよ

う、その利活用に向けたデータベース化を推進する。
 

 
・新たなバイオマーカーを探索・解明することで実現

する革新的な診断技術・機器、既知のマーカーを取
り扱いやすく、非侵襲、低侵襲で、正確かつ低コス
トで測定できる診断技術や機器をシームレスに開
発するための体制を整備したか。 

・革新的医療技術創出拠点の強化・体制整備やエビデ
ンスに基づいた予防医療・サービス手法を開発する
ためのバイオバンク等の強化及びモデル動物等の
バイオリソースの整備等を行ったか。 

 
・機構の研究開発の成果の利活用に向けたデータベー

ス化を推進したか。 
 

 
（評価指標） 
・左記の診断技術や機器をシームレスに開発するための
体制の整備状況" 

・革新的医療技術創出拠点の強化・体制整備状況 
・エビデンスに基づいた予防医療・サービス手法を開発
するためのバイオバンク等の状況 

・モデル動物等のバイオリソースの整備状況 
・研究開発成果の利活用に向けたデータベース化の取組
状況 

 
（モニタリング指標） 
・医師主導治験届出数及びFIH（企業主導治験含む）試験
数 

・バイオバンクの試料数 
・バイオリソース数 

⑥ 国際戦略の推進 

 最先端分野における欧米等の研究開発先進国との

協力、ゲノム研究におけるアジア諸国との連携をはじ

め国際貢献及び協力は、同時に、我が国の研究開発に

とっても必要欠くべからざるものとなっており、ひい

ては世界の持続可能な発展につながるものである。産

業化の視点では、画像診断分野において、医療への貢

献、海外展開を加速する。加えて、相手国の実情とニ

ーズに適した医療サービスの提供や制度開発等の協

力を通じて、真に相手国の医療の発展に寄与する持続

的な事業展開を意識した日本の産業競争力の強化を

図る必要がある。さらに、地球規模課題としての保健

医療（グローバルヘルス）を日本外交の重要課題と位

置付け、日本の知見等を総動員し、世界の全ての人が

基本的保健医療サービスを負担可能な費用で享受す

ること（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）も求め

られる。 

このような認識の下、国際的な研究開発動向を踏ま

え、我が国にとって真に価値のある国際共同研究を推

進するとともに、我が国の医療に係る研究能力を活用

して国際的にも貢献する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・我が国にとって真に価値のある国際共同研究を推進

したか。 
・我が国の医療に係る研究能力を活用して国際的にも

貢献したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（評価指標） 
・諸外国との関係構築への取組状況 
・国際的な規範や開発途上国の保健医療政策の作成、改
訂への寄与の状況 



 

 ・世界に蔓延する疾病の予防及び治療法の開発への寄与
の状況 

 
（モニタリング指標） 
・相手国への派遣研究者数 
・相手国からの受け入れ研究者数 
・参加している国際コンソーシアムの数 
・開催した国際ワークショップの数 

⑦ 政府出資を活用した産学官共同での医薬品・医療機

器の研究開発の促進等 

政府出資を活用し、革新的な新薬・医療機器等の創

出に向けて、産学官が連携して取り組む研究開発及び

その環境の整備を促進する。 

当該事業を進めるに当たっては、実用化が困難な革

新的新薬・医療機器等の実用化開発の不確実性を踏ま

え、研究開発に係る事業計画・事業目標を含む事業採

択のための審査、事業の進捗状況の確認や進捗過程に

おける課題の相談、事業終了時の事業目標等の達成状

況等の評価など、政府出資を活用して研究開発等を支

援するために必要な実施体制を構築する。また、その

進捗状況については、内閣府、文部科学省、厚生労働

省及び経済産業省（以下「所管府省」という。）に適

宜報告するとともに、所管府省から改善を求められた

場合には、これに適切に対応する。 

 
 
 
 
 
・実用化が困難な革新的新薬・医療機器等の実用化開

発の不確実性を踏まえ、採択のための審査（事業計
画・事業目標の審査を含む）、進捗確認や課題の相
談、終了時の目標達成状況等の評価（判断基準の策
定を含む）など、政府出資を活用して研究開発等を
支援するために必要な実施体制を構築しているか。

・フェーズに応じた適切な研究マネジメントを行って
いるか。 

・ＡＭＥＤの取組状況や事業の進捗状況について、所
管府省に適宜報告をしているか。改善を求められた
場合は、これに適切に対応しているか。 

 

 
 
 
 
 
（評価指標） 
・採択のための審査に係る取組状況（事業計画・事業目
標の審査状況を含む） 

・ＡＭＥＤの取組・事業の進捗や課題の相談に対する対
応等の状況 

・終了時の評価に係る取組状況（判断基準の策定状況を
含む） 

・上記の内容についての所管府省への適時適切な報告の
状況 

 
（モニタリング指標） 
・応募件数及び採択件数 
・事業に参画している研究者延べ人数 
・ＰＭＤＡへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 
 

（２） 基礎研究から実用化へ一貫してつなぐプロジェ
クトの実施 

① 医薬品創出 

 創薬支援ネットワークなどの医薬品創出のための

支援基盤の整備及び基礎研究から医薬品としての実

用化につなげるまでの切れ目のない支援を推進する。

具体的には、創薬支援ネットワークの構築により、

大学や産業界と連携しながら、新薬創出に向けた研究

開発を支援するとともに、創薬支援のための基盤強化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・創薬支援ネットワークの構築により、大学や産業界

と連携しながら、新薬創出に向けた研究開発を支援

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（評価指標）       



 

を図る。また、創薬ターゲットの同定に係る研究、創

薬の基盤となる技術開発、医療技術の実用化に係る研

究を推進し、革新的医薬品及び希少疾患治療薬等の開

発を支援する。医薬品の実用化支援については、最新

の特許関連情報データベースを活用しつつ、創薬支援

コーディネーターチームの目利き評価により大学等

で生み出された研究成果から有望シーズを選抜し、創

薬支援ネットワークが保有する創薬支援資源を集中

的に投下することにより、応用ステージ（スクリーニ

ング、最適化研究、非臨床試験）を中心に、革新的新

薬の創出を目指したオールジャパンでの強力な支援

を行う。 
 

するとともに、創薬支援のための基盤強化を図った
か。 

・創薬ターゲットの同定に係る研究、創薬の基盤とな
る技術開発、医療技術の実用化に係る研究を推進
し、革新的医薬品及び希少疾患治療薬等の開発を支
援したか。 

・医薬品の実用化支援について、最新の特許関連情報

データベースを活用しつつ、創薬支援コーディネー

ターチームの目利き評価により大学等で生み出さ

れた研究成果から有望シーズを選抜し、創薬支援ネ

ットワークが保有する創薬支援資源を集中的に投

下することにより、応用ステージ（スクリーニング、

最適化研究、非臨床試験）を中心に、革新的新薬の

創出を目指したオールジャパンでの強力な支援を

行ったか。 

・相談・シーズ評価件数 

・有望シーズへの創薬支援件数 

・企業への導出（ライセンスアウト）件数 

・創薬ターゲットの同定件数 

 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・シーズ情報の入手先機関数 

・技術支援を実施した機関数 

・左記の評価軸に係る取組状況 

② 医療機器開発 

我が国発の優れた医療機器について、医療ニーズを

確実に踏まえて、日本の強みとなるものづくり技術も

生かしながら、開発・実用化を推進し、研究開発から

実用化につなげる体制整備を進める。 

具体的には、計画において設定された成果目標（医

療機器の輸出額を倍増、国内医療機器市場規模の拡大

等）の実現に向け、医工連携による医療機器開発を促

進する。医療機器開発は医療現場のニーズを取り込む

ことが重要であることや医薬品医療機器等法対応等

において課題があるため、複数の専門支援機関と大学

病院、研究機関の連携による開発支援体制（医療機器

開発支援ネットワーク）を構築し、その中核的役割を

果たす医工連携並びに産学連携のハブとして機能を

整備するとともに、我が国の高い技術力を生かし、技

術シーズの創出と医療機器・システムの実用化へとつ

なげる研究開発を行う。併せて、研究開発人材の育成

も行う。 
 

 
 
 
 
 
 
・医工連携による医療機器開発を促進したか。 
 
 
 
・複数の専門支援機関と大学病院、研究機関の連携に

よる開発支援体制（医療機器開発支援ネットワー
ク）を構築し、その中核的役割を果たす医工連携並
びに産学連携のハブとして機能を整備したか。 

・我が国の高い技術力を生かし、技術シーズの創出と
医療機器・システムの実用化へとつなげる研究開発
を行ったか。 

・研究開発人材の育成も行ったか。 
 

 

 

 

 

 

（評価指標） 

・実用化に至った革新的医療機器の種類数  

・医工連携による医療機器開発件数 

・医療機器の実用化による成果 

・医療機器開発・実用化促進のためのガイドラインの策

定数 

 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 



 

③ 革新的な医療技術創出拠点 

アカデミア等における画期的な基礎研究成果を一

貫して実用化につなぐ体制を構築するとともに、各開

発段階のシーズについて国際水準の質の高い臨床研

究や治験を実施・支援する体制の整備も行う。 

具体的には、大学等の基礎研究成果を一貫して実用

化につなぐ体制を構築するため、当該プロジェクトに

おける、橋渡し研究支援拠点、早期・探索的臨床試験

拠点、臨床研究中核病院及び日本主導型グローバル臨

床研究拠点の一体化を進めるとともに、人材確保・育

成を含めた拠点機能の強化・特色化、ネットワーク化、

オープンアクセス化及びシーズの拡大を更に推進す

る。また、ＩＣＨ－ＧＣＰ準拠の国際水準の質の高い

臨床研究や医師主導治験を実施するとともに、ＡＲＯ

機能を持ち、多施設共同研究の支援を行う施設として

これら拠点の整備を進める。 
 

 
 
 
 
 
・橋渡し研究支援拠点、早期・探索的臨床試験拠点、
臨床研究中核病院及び日本主導型グローバル臨床
研究拠点の一体化を進めるとともに、人材確保・育
成を含めた拠点機能の強化・特色化、ネットワーク
化、オープンアクセス化及びシーズの拡大を更に推
進したか。 

 
・ＩＣＨ－ＧＣＰ準拠の国際水準の質の高い臨床研究

や医師主導治験を実施するとともに、ＡＲＯ機能を
持ち、多施設共同研究の支援を行う施設としてこれ
ら拠点の整備を進めたか。 

 

 

 

 

 

（評価指標） 

・医師主導治験届出数 

・FIH試験（企業治験含む）数 

 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 

④ 再生医療 

基礎から臨床段階まで切れ目なく一貫した支援を行

うとともに、再生医療関連事業のための基盤整備並び

に、ｉＰＳ細胞等の創薬支援ツールとしての活用に向

けた支援を進め、新薬開発の効率性の向上を図る。 

具体的には、ｉＰＳ細胞等を用いた再生医療の迅速

な実現に向けて、安全なｉＰＳ細胞の提供に向けた取

組、幹細胞操作技術等のｉＰＳ細胞等の実用化に資す

る技術の開発・共有、再生医療の基礎研究・非臨床試

験の推進等を実施する。また、再生医療の臨床研究及

び治験の推進や再生医療等製品の安全性評価手法の

開発等を行う。さらに、再生医療の実現化を支える産

業基盤を構築する。 

また、新薬開発の効率性の向上を図るために、連携

してｉＰＳ細胞等を用いた創薬等研究を支援する。ま

た、ｉＰＳ細胞技術を応用した心毒性評価手法の開発

及び国際標準化への提案を行う。さらに、幹細胞によ

る創薬支援の実現化を支える産業基盤を構築する。 

 
 
 
 
 
 
 
・安全なｉＰＳ細胞の提供に向けた取組、幹細胞操作

技術等のｉＰＳ細胞等の実用化に資する技術の開
発・共有、再生医療の基礎研究・非臨床試験の推進
等を実施したか。 

・再生医療の臨床研究及び治験の推進や再生医療等製
品の安全性評価手法の開発等を行ったか。 

・再生医療の実現化を支える産業基盤を構築したか。
・新薬開発の効率性の向上を図るために、連携してｉ

ＰＳ細胞等を用いた創薬等研究を支援したか。 
・ｉＰＳ細胞技術を応用した心毒性評価手法の開発及

び国際標準化への提案を行ったか。 
・幹細胞による創薬支援の実現化を支える産業基盤を

構築したか。 

 

 

 

 

 

 

（評価指標） 

・ｉＰＳ細胞技術を活用して作製した新規治療薬の臨床

応用の状況 

・再生医療等製品の薬事承認数 

・臨床研究又は治験に移行する対象疾患の拡大 

・再生医療関係の周辺機器・装置の実用化の状況 

・ｉＰＳ細胞技術を応用した医薬品心毒性評価法の国際

標準化への提言の状況 

 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 



 

 ・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 
 

⑤ オーダーメイド・ゲノム医療 

 急速に進むゲノムレベルの解析技術の進展を踏ま

え、疾患と遺伝的要因や環境要因等の関連性の解明の

成果を迅速に国民に還元するため、解析基盤の強化を

図るとともに、特定の疾患の解明及びこれに対する臨

床応用の推進を図る。 

 具体的には、疾患及び健常者バイオバンクを構築す

ると共にゲノム解析情報及び臨床情報等を含めたデ

ータ解析を実施し、疾患の発症原因や薬剤反応性等の

関連遺伝子の同定・検証及び日本人の標準ゲノム配列

の特定を進める。また、共同研究やゲノム付随研究等

の実施により、難治性・希少性疾患等の原因遺伝子の

探索を図るとともに、ゲノム情報をいかした革新的診

断治療ガイドラインの策定に資する研究を推進する。

さらに、ゲノム医療実現に向けた研究基盤の整備やゲ

ノム医療提供体制の構築を図るための試行的・実証的

な臨床研究を推進する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
・疾患及び健常者バイオバンクを構築すると共にゲノ

ム解析情報及び臨床情報等を含めたデータ解析を
実施し、疾患の発症原因や薬剤反応性等の関連遺伝
子の同定・検証及び日本人の標準ゲノム配列の特定
を進めたか。 

・共同研究やゲノム付随研究等の実施により、難治性
・希少性疾患等の原因遺伝子の探索を図ったか。 

・ゲノム情報をいかした革新的診断治療ガイドライン
の策定に資する研究を推進したか。 

・ゲノム医療実現に向けた研究基盤の整備やゲノム医
療提供体制の構築を図るための試行的・実証的な臨
床研究を推進したか。 

 
 
 
 
 
 
 
（評価指標） 
・生活習慣病（糖尿病や脳卒中、心筋梗塞など）の劇的
な改善の状況 

・発がん予測診断、抗がん剤等の治療反応性や副作用の
予測診断の確立の状況 

・うつ、認知症のゲノム医療に係る臨床研究の開始の状 
況 

・神経・筋難病等の革新的な診断・治療法の開発の状況 
 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 

⑥ 疾患に対応した研究<がん> 

がん対策推進基本計画（平成24年６月閣議決定）に

基づき策定された「がん研究10か年戦略」（平成26

年３月関係３大臣確認）を踏まえ、関係省の所管する

研究関連事業の連携の下、がんの本態解明等に係る基

礎研究から実用化に向けた研究まで一体的に推進す

る。 

 具体的には、基礎研究の有望な成果を厳選し、実用

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（評価指標） 



 

化に向けた医薬品、医療機器を開発する研究を推進

し、臨床研究及び治験へ導出する。また、臨床研究及

び治験で得られた臨床データ等を基礎研究等に還元

し、医薬品、医療機器の開発を始めとするがん医療の

実用化を加速する。 
 

・基礎研究の有望な成果を厳選し、実用化に向けた医
薬品、医療機器を開発する研究を推進し、臨床研究
及び治験へ導出したか。 

・臨床研究及び治験で得られた臨床データ等を基礎研
究等に還元し、医薬品、医療機器の開発を始めとす
るがん医療の実用化を加速したか。 

 

・日本発の革新的ながん治療薬の創出に向けた治験への

導出数 

・小児がん、難治性がん、希少がん等に関して、未承認

薬・適応外薬を含む治療薬の実用化に向けた治験への

導出数 

・小児がん、希少がん等の治療薬に関して薬事承認・効

能追加数 

・小児がん、難治性がん、希少がん等のドラッグ・ラグ、

デバイス・ラグ（開発ラグ）の解消に向けた、国際基

準に準拠した臨床研究等の推進状況 

・小児・高齢者のがん、希少がんに対する標準治療の確

立に向けた、ガイドライン（３件以上）作成に資する

多施設共同臨床試験の実施状況 

・新規抗がん剤の有望シーズ取得数 

・早期診断バイオマーカー及び免疫治療予測マーカー取

得数 

 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 

⑦ 疾患に対応した研究<精神・神経疾患> 

 認知症やうつ病などの精神疾患等の発症に関わる脳

神経回路・機能の解明に向けた研究開発及び基盤整備

を各省連携の下に強力に進めることにより、革新的診

断・予防・治療法を確立し、認知症・精神疾患等を克

服する。 

  具体的には、脳全体の神経回路の構造・機能の解明

やバイオマーカー開発に向けた研究開発及び疾患の

特性を踏まえた臨床研究の基盤整備等を推進すると

ともに、認知症やうつ病などの精神疾患等の発症メカ

ニズム解明、診断法、適切な治療法の確立を目指す。

 
 
 
 
 
 
 
・脳全体の神経回路の構造・機能の解明やバイオマー

カー開発に向けた研究開発及び疾患の特性を踏ま
えた臨床研究の基盤整備等を推進したか。 

・認知症やうつ病などの精神疾患等の発症メカニズム
解明、診断法、適切な治療法の確立を目指したか。

 

 

 

 

 

 

（評価指標） 

・日本発の認知症、うつ病などの精神疾患の根本治療薬

候補の治験開始の状況 

・精神疾患の客観的診断法の確立の状況 

・精神疾患の適正な薬物治療法の確立の状況 



 

 ・脳全体の神経回路の構造と活動に関するマップの完成

の状況 
 

（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 
 

⑧ 疾患に対応した研究<新興・再興感染症> 

新型インフルエンザなどの感染症から国民及び世

界の人々を守るため、感染症に関する国内外での研究

を各省連携して推進するとともに、その成果をより効

率的・効果的に治療薬・診断薬・ワクチンの開発等に

つなげることで、感染症対策を強化する。 

具体的には、インフルエンザ、結核、動物由来感染症、

デング熱、薬剤耐性菌、下痢症感染症、ＨＴＬＶ－１

（ヒトT細胞白血病ウイルス1型）など、国内外の様

々な病原体に関する疫学的調査及び基盤的研究並び

に予防接種の有効性及び安全性の向上に資する研究

を実施し、感染症対策並びに診断薬、治療薬及びワク

チン開発を一体的に推進する。 

また、国内外の病原体に関する全ゲノムデータベー

スを構築することで、病原体情報をリアルタイムに共

有し、感染症の国際的なリスクアセスメントを可能と

する。また、集積された情報を分析することで、重点

的なサーベイランスを実施するなど、感染症流行時の

迅速な対応の促進を図る。 

 さらに、予防接種に関する基本的な計画、特定感染

症予防指針及びストップ結核ジャパンアクションプ

ラン等を踏まえ、病原体の薬剤ターゲット部位を同定

すること等を通じ、新たな診断薬・治療薬・ワクチン

のシーズの開発を実施する。これにより、国内のみな

 
 
 
 
 
 
 
・国内外の様々な病原体に関する疫学的調査及び基盤

的研究並びに予防接種の有効性及び安全性の向上
に資する研究を実施し、感染症対策並びに診断薬、
治療薬及びワクチン開発を一体的に推進したか。 

 
 
 
・国内外の病原体に関する全ゲノムデータベースを構

築することで、病原体情報をリアルタイムに共有
し、感染症の国際的なリスクアセスメントを可能と
したか。 

・集積された情報を分析することで、重点的なサーベ
イランスを実施するなど、感染症流行時の迅速な対
応の促進を図ったか。 

・予防接種に関する基本的な計画、特定感染症予防指
針及びストップ結核ジャパンアクションプラン等
を踏まえ、病原体の薬剤ターゲット部位を同定する
こと等を通じ、新たな診断薬・治療薬・ワクチンの
シーズの開発を実施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

（評価指標） 

・得られた病原体（インフルエンザ、デング熱、下痢症

感染症、薬剤耐性菌）の全ゲノムデータベース等を基

にした、薬剤ターゲット部位の特定及び新たな迅速診

断法等の開発・実用化の状況 

・ノロウイルスワクチン及び経鼻インフルエンザワクチ

ンに関する臨床研究及び治験の実施並びに薬事承認の

申請の状況 

・新たなワクチンの開発の状況 

（例：インフルエンザに対する万能ワクチン等） 

・新たな抗菌薬・抗ウイルス薬等の開発の状況 

・ＷＨＯ、諸外国と連携したポリオ、麻疹などの感染症

の根絶・排除の達成の状況 

 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 



 

らず、感染症が発生している海外の現地における予防

・診断・治療等への貢献が可能となる。 

また、国内の臨床医や若手の感染症研究者の育成を

推進するため、感染症研究国際展開戦略プログラム

（Ｊ－ＧＲＩＤ）の海外拠点と国立感染症研究所等で

研修プログラムを実施する。 

さらに、2014年５月に採択されたＷＨＯの結核対策

に関する新戦略を受け、2020年までに我が国が低蔓延

国入りできるよう、結核に関する研究を推進する。 
また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに
向け、感染症サーベイランスの強化に関する研究を促
進する。 

 
 
・国内の臨床医や若手の感染症研究者の育成を推進す

るため、感染症研究国際展開戦略プログラム（Ｊ－
ＧＲＩＤ）の海外拠点と国立感染症研究所等で研修
プログラムを着実に実施したか。 

・2014年５月に採択されたＷＨＯの結核対策に関する
新戦略を受け、2020年までに我が国が低蔓延国入り
できるよう、結核に関する研究を推進したか。 

・2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、

感染症サーベイランスの強化に関する研究を促進

したか。 

 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 

 

⑨ 疾患に対応した研究<難病> 

 希少・難治性疾患（難病）の克服を目指すため、患

者数が希少ゆえに研究が進まない分野において、各省

が連携して全ての研究プロセスで切れ目ない援助を

行うことで、難病の病態を解明するとともに、効果的

な新規治療薬の開発、既存薬剤の適応拡大等を一体的

に推進する。 

具体的には、希少・難治性疾患（難病）の克服を目

指すため、治療法の開発に結びつくような新しい疾患

の病因や病態解明を行う研究、医薬品、医療機器等の

実用化を視野に入れた画期的な診断法や治療法及び

予防法の開発を目指す研究を推進する。 

 また、疾患特異的ｉＰＳ細胞を用いて疾患の発症機

構の解明、創薬研究や予防・治療法の開発等を推進す

ることにより、ｉＰＳ細胞等研究の成果を速やかに社

会に還元することを目指す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・希少・難治性疾患（難病）の克服を目指すため、治
療法の開発に結びつくような新しい疾患の病因や
病態解明を行う研究、医薬品、医療機器等の実用化
を視野に入れた画期的な診断法や治療法及び予防
法の開発を目指す研究を推進したか。 

 
・疾患特異的ｉＰＳ細胞を用いて疾患の発症機構の解

明、創薬研究や予防・治療法の開発等を推進したか。

 

 

 

 

 

 

 

（評価指標） 

・新規薬剤の薬事承認や既存薬剤の適応拡大件数 

・欧米等のデータベースと連携した国際共同臨床研究及

び治験の推進の状況 
 
（モニタリング指標） 

・応募件数及び採択件数 

・事業に参画している研究者延べ人数 

・PMDAへの薬事戦略相談を行った研究開発課題数 

・機動的な研究推進のため年度内に契約変更を実施した

課題数 

・左記の評価軸に係る取組状況 
 

⑩ その他の健康・医療戦略の推進に必要となる研究開

発等 

糖尿病などの生活習慣病、脳卒中を含む循環器疾

 
 

・糖尿病などの生活習慣病、脳卒中を含む循環器疾患、

 
 
（評価指標） 



 

患、呼吸器系疾患、筋骨格系・結合組織疾患及び泌尿

器系疾患、高齢者の生活の質を大きく低下させる疾

患、次世代を担う小児・周産期の疾患、エイズ、肝炎

など多岐にわたる疾患等に対し、患者や社会のニー

ズ、医療上及び経済上のニーズをも十分に意識しつ

つ、先制医療や新たな医薬品や診断・治療方法の開発、

医療機器等の開発等を推進する。 

 また、革新的な医薬品、医療機器等及び医療技術を

創出することを目的に、客観的根拠に基づき設定する

研究開発目標の達成に向け、画期的シーズの創出・育

成に取り組む。 
 

呼吸器系疾患、筋骨格系・結合組織疾患及び泌尿器

系疾患、高齢者の生活の質を大きく低下させる疾

患、次世代を担う小児・周産期の疾患、エイズ、肝

炎など多岐にわたる疾患等に対し、患者や社会のニ

ーズ、医療上及び経済上のニーズをも十分に意識し

つつ、先制医療や新たな医薬品や診断・治療方法の

開発、医療機器等の開発等を推進したか。 

・革新的な医薬品、医療機器等及び医療技術を創出す

ることを目的に、客観的根拠に基づき設定する研究

開発目標の達成に向け、画期的シーズの創出・育成

の取組を着実に進めたか。 

 

・左記の疾患等に対する、先制医療や新たな医薬品や診
断・治療方法の開発、医療機器等の開発等の推進の状
況 

・革新的な医薬品、医療機器等及び医療技術を創出する
ことを目的とした画期的シーズの創出・育成の取組の
状況 

 
（モニタリング指標） 

・左記の評価軸に係る取組状況 
 

 





 

 
 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）第三期中期目標変更案 新旧対比表 

 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 第三期中期目標

 

平成２５年３月１日

改正：平成２７年１１月２０日

改正：平成２８年○月○日

 

【組織の変遷】 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」

という。）は、資源・エネルギーの安定供給及び環境の保護を目的

に、リスクマネー供給等の石油・天然ガス及び金属鉱物の探鉱・

開発促進に必要な業務、石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務、

金属鉱業等における鉱害の防止に必要な資金供給その他支援業務

を行う独立行政法人として、石油公団と金属鉱業事業団を統合し

平成１６年２月に設立された。 

その後、エネルギー・環境制約の高まりを受け、「独立行政法人

石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律」（平成

２２年法律第３９号）や「災害時における石油の供給不足への対

処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正す

る法律」（平成２４年法律第７６号）により、資源確保のためのリ

スクマネー供給機能の強化や独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構からの石炭資源開発業務、地熱資源開発業務及び

石炭経過業務の移管等を通じ、資源・エネルギーの安定的かつ低

廉な供給に係る総合的な業務を担う機関となった。 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 第三期中期目標 

 

平成２５年３月１日 

改正：平成２７年１１月２０日 

（追加） 

 

【組織の変遷】 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」

という。）は、資源・エネルギーの安定供給及び環境の保護を目的

に、リスクマネー供給等の石油・天然ガス及び金属鉱物の探鉱・

開発促進に必要な業務、石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務、

金属鉱業等における鉱害の防止に必要な資金供給その他支援業務

を行う独立行政法人として、石油公団と金属鉱業事業団を統合し

平成１６年２月に設立された。 

その後、エネルギー・環境制約の高まりを受け、「独立行政法人

石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律」（平成

２２年法律第３９号）や「災害時における石油の供給不足への対

処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正す

る法律」（平成２４年法律第７６号）により、資源確保のためのリ

スクマネー供給機能の強化や独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構からの石炭資源開発業務、地熱資源開発業務及び

石炭経過業務の移管等を通じ、資源・エネルギーの安定的かつ低

廉な供給に係る総合的な業務を担う機関となった。 

資料２ 



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

さらに、中国やインドの国営石油企業や欧米メジャーが石油・

天然ガスの権益獲得や企業買収を活発化させる中、こうした動き

に立ち後れている我が国企業による企業買収等を支援すべく、「独

立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する

法律」（平成２８年法律第７８号）により、機構のリスクマネー供

給機能等を更に強化することとなった。 

 

【第二期の実績】 

 （略） 

 

【事業を取り巻く現状】 

第三期中期目標においては、資源・エネルギーを取り巻く状況

として以下の点を認識しておく必要がある。 

 

１．世界的な資源確保競争の激化等資源・エネルギーを巡る国際

情勢は益々厳しさを増している。また、東日本大震災後のエネ

ルギー情勢の激変により、化石燃料については、調達コストが

増加し、国富流出を招き、我が国経済を左右する課題となって

いる。資源の大宗を海外に依存している我が国にとって、産業

基盤の維持・強化、経済の繁栄、国民生活の安寧のために、そ

の安定的かつ低廉な供給の確保に向けた体制の構築や取組の強

化がより一層不可欠となっている。 

石油・天然ガスは、今後探査対象となる地域の地質構造が複

雑であること等により、その開発についてますます技術的な困

難が生じると見込まれる。また、開発区域が浅海から大水深や

（追加） 

 

 

 

 

 

 

【第二期の実績】 

 （略） 

 

【事業を取り巻く現状】 

第三期中期目標においては、資源・エネルギーを取り巻く状況

として以下の点を認識しておく必要がある。 

 

１．世界的な資源確保競争の激化等資源・エネルギーを巡る国際

情勢は益々厳しさを増している。また、東日本大震災後のエネ

ルギー情勢の激変により、化石燃料については、調達コストが

増加し、国富流出を招き、我が国経済を左右する課題となって

いる。資源の大宗を海外に依存している我が国にとって、産業

基盤の維持・強化、経済の繁栄、国民生活の安寧のために、そ

の安定的かつ低廉な供給の確保に向けた体制の構築や取組の強

化がより一層不可欠となっている。 

石油・天然ガスは、今後探査対象となる地域の地質構造が複

雑であること等により、その開発についてますます技術的な困

難が生じると見込まれる。また、開発区域が浅海から大水深に



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

極地にシフトすること、掘削対象の地質がより深くなっている

こと等により探鉱コストが急激に上昇し、資金需要も巨大化し

ていくことが見込まれる。 

石油については、中東依存度が高く地政学的なリスク等に対

応しなければならない中、産油国における新規権益の獲得や既

存権益の維持が厳しくなってきている。 

また、天然ガスについては、今後中国、インド等のアジア諸

国を中心に需要拡大が見込まれる一方で、今般の北米を中心と

したシェールガス革命による非在来型資源の採掘により、低廉

な天然ガスが普及する等供給構造が大きく変化してきている。

特に、液化天然ガス（ＬＮＧ）については、供給力の拡大に伴

うスポット価格の下落や、より短中期の契約期間の引き取り契

約の増加など、取引構造の変革期にある。また、米国ＬＮＧの

輸出開始等に伴い、これまで分断されてきた北米、欧州、アジ

アをまたぐ国際取引などの動きが拡大し、市場間の連結性を高

めつつある。 

これらに伴う国際エネルギー市場の環境変化を踏まえれば、

エネルギー需給逼迫状況に対応しつつ、中長期的な需給構造の

変化に対して対策を講じる必要がある。 

石油に関しては、産油国との関係強化により、期限が到来す

る権益の延長等につなげるとともに、供給源の多角化をすすめ

ていく必要がある。 

また、天然ガスについては、石油と同様、シェールガスも含

む上流権益の獲得や既存権益の延長等を進めていくほか、輸出

が開始された米国ＬＮＧも含む供給源の多角化、ＬＮＧ消費国

シフトすること、掘削対象の地質がより深くなっていること等

により探鉱コストが急激に上昇し、資金需要も巨大化していく

ことが見込まれる。 

石油については、中東依存度が高く地政学的なリスク等に対

応しなければならない中、産油国における新規権益の獲得や既

存権益の維持が厳しくなってきている。 

また、天然ガスについては、今後中国、インド等のアジア諸

国を中心に需要拡大が見込まれる一方で、今般の北米を中心と

したシェールガス革命による非在来型資源の採掘により、低廉

な天然ガスが普及する等供給構造が大きく変化してきている。 

 

 

 

 

 

 

これらに伴う国際エネルギー市場の環境変化を踏まえれば、

現在のエネルギー需給逼迫状況に対応しつつ、中長期的な需給

構造の変化に対して対策を講じる必要がある。 

石油に関しては、産油国との関係強化により、期限が到来す

る権益の延長等につなげるとともに、供給源の多角化をすすめ

ていく必要がある。 

また、天然ガスについてはシェールガスの生産拡大で価格が

低下する北米からのＬＮＧ輸入の実現や、供給源の多角化、Ｌ

ＮＧ消費国間の連携によるバーゲニングパワーの強化等が重要



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

間の連携等によるバーゲニングパワーの強化、さらには、平成

２８年５月に経済産業省が発表した「ＬＮＧ市場戦略」も踏ま

え、仕向地条項の緩和・撤廃、日本やアジアのＬＮＧ価格指標

の発展等、柔軟性があり流動性の高いＬＮＧ市場の育成に向け

た取組を進めていく必要がある。 

また、中国やインドの国営石油企業や欧米メジャーが、企業

買収や戦略的資本提携などに関する動きを加速化させており、

我が国上流開発企業としても、そうした取組を積極化し、中核

的企業の育成をはじめ、上流開発産業全体の競争力を高めてい

くことが急務となっている。 

加えて、平成２６年後半以降の油価低迷により、上流開発投

資の促進について、「Ｇ７伊勢志摩首脳宣言」における合意や質

の高いインフラ輸出拡大イニシアティブも踏まえ、我が国とし

て主導的な役割を果たす政策ニーズが高まっていること、また、

石油・天然ガス権益の価格が低下し、資源会社が株式や権益を

売却する動きも出てきており、権益の新規獲得などを加速化さ

せていく好機が到来していることも踏まえた、より積極的な取

組が必要である。 

 （略） 

 

【機構の必要性とその役割】 

 （略） 

 

【機構が目指すべき姿】 

 （略） 

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （略） 

 

【機構の必要性とその役割】 

 （略） 

 

【機構が目指すべき姿】 

 （略） 



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

第１ 中期目標の期間 

 （略） 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項 

１．石油・天然ガス資源開発支援 

（１）資源確保への対応 

①権益確保に対する支援 

（略）  

 

イ リスクマネー供給等 

・資源の安定的かつ低廉な供給を確保するため、他の政

府機関との連携を行いつつ、フロンティア地域（北米、

南米、東アフリカ、西アフリカ、極東・東シベリア、北

極圏）等における日本企業による有望な油ガス田の探

鉱・開発事業への出資や債務保証等によるリスクマネー

の供給を効果的に実施し、我が国の石油・天然ガスの供

給源を多角化する。特に、天然ガスについては、シェー

ルガス革命後の需給構造の変化を踏まえ、ＬＮＧの安定

的な確保と輸入価格の引き下げを両立するため、新たな

供給源からのＬＮＧ輸入に資する天然ガス開発事業の支

援や、日本企業が主導するＬＮＧプロジェクトの積み上

げに取り組むとともに、ＬＮＧ契約の柔軟化や、日本や

アジアのＬＮＧ価格指標の発展に資する案件の促進を図

る。 

第１ 中期目標の期間 

 （略） 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項 

１．石油・天然ガス資源開発支援 

（１）資源確保への対応 

①権益確保に対する支援 

（略）  

 

イ リスクマネー供給 

・資源の安定的かつ低廉な供給を確保するため、他の政

府機関との連携を行いつつ、フロンティア地域（北米、

南米、東アフリカ、西アフリカ、極東・東シベリア、北

極圏）等における日本企業による有望な油ガス田の探

鉱・開発事業への出資や債務保証等によるリスクマネー

の供給を効果的に実施し、我が国の石油・天然ガスの供

給源を多角化する。特に、天然ガスについては、シェー

ルガス革命後の需給構造の変化を踏まえ、ＬＮＧの安定

的な確保と輸入価格の引き下げを両立するため、新たな

供給源からのＬＮＧ輸入に資する天然ガス開発事業の支

援や、日本企業が主導するＬＮＧプロジェクトの積み上

げに取り組む。 

（追加） 

 



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

・平成２８年の機構法改正では、機構による①海外の資

源会社の買収や資本提携への支援、②石油開発への追加

支援、③民間企業では実施困難な産油国国営石油企業株

式の取得を通じた戦略的提携が可能となったところであ

り、これらを的確に遂行するための体制の整備（機構内

部の審査体制の強化や外部専門家の活用などを含む）を

進めるとともに、具体的な案件の発掘・実施に取り組む。

③については、国が行う資源外交との緊密な連携の下、

取り組むこととする。 

・同時に、石油権益等の価格が低下している好機をとら

え、機構は、個々の油ガス田の探鉱・開発事業への出資

や資産買収出資にもより積極的に取り組む。 

・以上の業務の遂行にあたっては、単に技術的あるいは

金融的観点からの審査を着実に行うにとどまらず、事業

者のニーズを踏まえ、プロジェクトの発掘・育成・自立

化への積極的な関与を行うとともに、我が国の上流開発

産業の競争力強化に資する案件に支援を重点化する。 

・さらに、機構による積極的かつ機動的なリスクマネー

供給を実現するため、政府出資財源のみならず、政府保

証付き借入制度を適切に活用する。 

・これらの支援を行う際は、機構は別途国が定める「採

択等に係る基本方針」を踏まえるとともに、国から、資

源・エネルギー政策との整合性を図る観点から考慮すべ

き内容が機構に対して個別に文書で示された場合には、

機構は、当該文書の内容を十分考慮した上で判断するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

ととする。 

・中期目標期間終了時点で、我が国企業の探鉱開発事業

の１／２以上に支援を行う。 

・リスクマネー供給については、企業からの申請に基づ

き迅速かつ厳正に審査するとともに、プロジェクトの進

捗の詳細な把握及び定期的な評価を実施し、事業継続ま

たは事業終結等に係る機動的かつ適切な決定を行う。 

・リスクマネー供給に係る採択については、申請受付後

その決定するまでの間（国との協議や外部専門家による

デューデリジェンスがある場合はこのための期間を除

く。）を４週間以内とする。 

（略） 

 

（３）技術開発・人材育成 

①技術開発 

・技術開発プロジェクトについて、技術課題・分野等を選

別した上で、①権益の獲得や資源量の拡大に繋がる技術的

優位性があるか、②民間企業との適切な役割分担が図られ

ているか、という観点から優先度や必要性を精査し、実施

する。 

・特に低油価環境下における我が国企業のニーズを踏まえ

た技術課題に重点を置いた技術開発を行う。 

  （略） 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

 

・中期目標期間終了時点で、我が国企業の探鉱開発事業

の１／２以上に支援を行う。 

・リスクマネー供給については、企業からの申請に基づ

き迅速かつ厳正に審査するとともに、プロジェクトの進

捗の詳細な把握及び定期的な評価を実施し、事業継続ま

たは事業終結等に係る機動的かつ適切な決定を行う。 

・リスクマネー供給に係る採択については、申請受付後

その決定するまでの間（国との協議がある場合はこのた

めの期間を除く。）を４週間以内とする。 

 

（略） 

 

（３）技術開発・人材育成 

①技術開発 

・技術開発プロジェクトについて、技術課題・分野等を選

別した上で、①権益の獲得や資源量の拡大に繋がる技術的

優位性があるか、②民間企業との適切な役割分担が図られ

ているか、という観点から優先度や必要性を精査し、実施

する。 

（追加） 

 

 （略） 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

１．経費・業務運営の効率化 

 （略） 

 

（３）業務の電子化の推進 

・「サイバーセキュリティ戦略について」（平成２７年９月４

日閣議決定）を踏まえ適切な情報セキュリティ対策を推進す

る取組を行うこととする。 

・情報技術高度化の動向を把握し、情報技術を活用した事務

処理の効率化・迅速化を推進するとともに、より高度化する

外部からの不正アクセスやウィルス侵入等を防ぐため、十分

な対策を講じる。 

 

 

 

２．適正な業務運営及び業務の透明性の確保 

（１）内部統制の充実等 

・「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整

備」（平成２６年１１月２８日付け総管査第３２２号総務省

行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項の運

用を確実に実行する。 

・業務分野の拡大、支援案件数の増加等による業務量拡大が

見込まれる状況下において、内部統制の更なる充実を図り、

中期目標を達成するためのマネジメント及び職員の職務に

対するインセンティブ向上を目指す。また、業務運営の効率

性、自律性及び質の向上を図る観点から、監事による機構全

１．経費・業務運営の効率化 

（略） 

 

（３）業務の電子化の推進 

（追加） 

 
 

・情報技術高度化の動向を把握し、情報技術を活用した事務

処理の効率化・迅速化を推進するとともに、より高度化する

外部からの不正アクセスやウィルス侵入等を防ぐため、十分

な対策を講じる。政府の情報セキュリティ対策における方針

を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進する取組を行

うこととする。 

 

２．適正な業務運営及び業務の透明性の確保 

（１）内部統制の充実等 

（追加） 

 

 

 

・業務分野の拡大、支援案件数の増加等による業務量拡大が

見込まれる状況下において、内部統制の更なる充実を図り、

中期目標を達成するためのマネジメント及び職員の職務に

対するインセンティブ向上を目指す。また、業務運営の効率

性、自律性及び質の向上を図る観点から、監事による機構全



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

部・室に対する監査の徹底等に取り組み、組織のチェック体

制を適正に機能させることで、更なるガバナンスの強化に努

める。 

・石油・天然ガス資源開発、石炭資源開発、地熱資源開発、

金属鉱物資源開発の出融資・債務保証業務といった金融的手

法を用いたリスクマネー供給業務については、資源獲得の不

確実性や民間金融機関では対応困難なカントリーリスク等の

特殊性等を踏まえ、エグジットを含むポートフォリオ管理体

制を機構全体として整備、強化する等、引き続き取組の充実

を図る。 

（略） 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

・自己収入の拡大のため、①特許等の知的財産権の取得・活用、

②出版物、セミナー・講演会等の有料化、③保有資産の効率的

な活用等を引き続き実施するとともに、財務内容の健全性を維

持する。 

・平成２８年の機構法改正などを踏まえ、リスクマネー供給機

能を一層強化する一方で、同機能を財政制約も踏まえ持続的に

実施していくため、開発・生産に至った案件に係る株式の適正

な価格による売却や、政府保証付き借入れの適切な活用、ポー

トフォリオ管理の徹底などを推進することにより、資金の確保

及び財務内容の健全性の維持に努める。また、国庫納付を含め

た株式売却収入や配当金の扱いについては、資金の確保及び財

務内容の健全性の維持を前提として、適切なあり方を検討して

部・室に対する監査の徹底等に取り組み、組織のチェック体

制を適正に機能させることで、更なるガバナンスの強化に努

める。 

・石油・天然ガス資源開発、石炭資源開発、地熱資源開発、

金属鉱物資源開発の出融資・債務保証業務といった金融的手

法を用いたリスクマネー供給業務については、資源獲得の不

確実性や民間金融機関では対応困難なカントリーリスク等

の特殊性等を踏まえ、金融資産課の機能を強化し、機構全体

のポートフォリオのリスク管理の体制を整備する等、引き続

き取組の充実を図る。 

 （略） 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

・自己収入の拡大のため、①特許等の知的財産権の取得・活用、

②出版物、セミナー・講演会等の有料化、③保有資産の効率的

な活用等を引き続き実施するとともに、財務内容の健全性を維

持する。 

・リスクマネー供給機能を強化する一方で、同機能を持続的に

実施していくため、事業の成否が明らかでない段階の探鉱出資

株式については、「独立行政法人会計基準」に該当がないため、

公認会計士協会による「金融商品会計基準の実務指針」を準用

し、出資額の１／２の評価損を計上している。これに伴い当期

損失が生じやすい構造にあるが、当該評価損の内容・背景につ

いて十分に説明を行うことにより、資源・エネルギーの安定的

かつ低廉な供給の確保という政策目的の実現に向けて、適切な



 

 
 

第三期中期目標（変更案） 第三期中期目標（現行） 

いく。なお、事業の成否が明らかでない段階の探鉱出資株式に

ついては、「独立行政法人会計基準」に該当がないため、公認会

計士協会による「金融商品会計基準の実務指針」を準用し、出

資額の１／２の評価損を計上している。そのため、探鉱事業の

終結に伴う損失計上と合わせ、当期損失が不可避的に生じやす

い構造にあるが、こうした当該リスクマネー供給に係る経理の

特殊性に十分に配慮しつつ、当該評価損の内容・背景について

十分に説明を行うことにより、資源・エネルギーの安定的かつ

低廉な供給の確保という政策目的の実現に向けて適切なリスク

マネーの供給に努める。 

（略） 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

（略） 

 

リスクマネーの供給に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

（略） 

 

  





 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第３期中期目標新旧対比表（案） 

第３期中期目標（改正案） 第３期中期目標（現行） 

国土交通大臣は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２９条第１項の規定に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関する目標

（以下「中期目標」という。）を定める。 

 （略） 

 

１．中期目標の期間 

 （略） 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項 

 各業務について、関係機関と十分な連携を図りながら、以下の通り各

業務を遂行する。 

(1) 鉄道建設等業務 

 （略）   

(2) 鉄道助成業務 

 （略） 

(3) 中央新幹線建設資金貸付等業務 

  平成２８年８月２日に閣議決定された、「未来への投資を実現する

経済対策」等も踏まえ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構法（平成１４年法律第１８０号）附則第１１条第１項第４号の規定

に基づき、中央新幹線の速やかな建設を図るため、財政融資資金を借

り入れ、中央新幹線に係る全国新幹線鉄道整備法（昭和４５年法律第

国土交通大臣は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２９条第１項の規定に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関する目標

（以下「中期目標」という。）を定める。 

 （略） 

 

１．中期目標の期間 

 （略） 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項 

 各業務について、関係機関と十分な連携を図りながら、以下の通り各

業務を遂行する。 

(1) 鉄道建設等業務 

 （略）   

(2) 鉄道助成業務 

 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

資料３ 



 
第３期中期目標（改正案） 第３期中期目標（現行） 

７１号）第６条第１項に規定する建設主体に対し、当該建設に要する

費用に充てる資金の一部を貸し付ける。 

本業務を行うに当たっては、貸付けを行った事業の進捗状況、建設

主体の財務状況等を把握しつつ、貸付利息の確実な回収を図る。 

(4) 船舶共有建造等業務 

 （略） 

(5) 地域公共交通出資等業務 

（略） 

(6) 特例業務（国鉄清算業務） 

（略） 

（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(3) 船舶共有建造等業務 

 （略） 

(4) 地域公共交通出資等業務 

（略） 

(5) 特例業務（国鉄清算業務） 

（略） 

(6) 機構の業務の適切な実施のための取組み 

 機構の業務の適切な運営の確保を図るとともに、社会的な責任を果た

していくため、内部統制の充実・強化や情報セキュリティ対策に取り組

むとともに、業務の透明性の確保のための取組みや環境対策を推進す

る。 

 北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事

案等の反省に立ち、国の動向や他の独立行政法人の取組みも参考にし、

コンプライアンス体制やガバナンスの強化、入札・契約監視機能の強化、

入札契約手続きの見直し、情報管理の徹底等を行い、入札談合等関与行

為等の再発防止に徹底的に取組むとともに、業務の適正を確保するため

の体制を整備し、内部統制の充実・強化を図る。 

 また、「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府の方針を踏まえ、

適切な情報セキュリティ対策を推進する。 

 業務全般、独立行政法人会計基準等に従って作成した財務情報等につ

いて広く情報公開を推進するとともに、外部の知見の積極的な活用を図



 
第３期中期目標（改正案） 第３期中期目標（現行） 

 
 
 
 
３．業務運営の効率化に関する事項 

(1) 組織の見直し 

 （略） 

(2) 経費・事業費の削減 

 業務運営に当たっては法人の自主性、自律性をもって業務を遂行する

とともに、法人の不断の経営努力により、効率性の高い業務運営を図る。

 一般管理費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、中

期目標期間の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間の最

終年度(平成２４年度)比で１５％程度に相当する額を削減する。 

 また、給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手

当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・

目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検

証結果及び取組状況を公表する。 

 なお、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組みを踏

まえ、厳しく見直す。 

 さらに、事業費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、

中期目標期間の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間の

最終年度（平成２４年度）比で５％程度に相当する額を削減する。 

 上記に加え、内航海運活性化融資業務については、機構の資金調達額

及び日本内航海運組合総連合会（以下「内航総連」という。）への貸付

額は年々漸減していくことから、貸付金の規模も踏まえつつ業務運営の

り、業務運営の透明性を確保する。 

 さらに、業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮するとと

もに、自然環境保全対策、地球温暖化対策等に努める。 

 

３．業務運営の効率化に関する事項 

(1) 組織の見直し 

 （略） 

(2) 経費・事業費の削減 

 業務運営に当たっては法人の自主性、自律性をもって業務を遂行する

とともに、法人の不断の経営努力により、効率性の高い業務運営を図る。 

 一般管理費                   については、中

期目標期間の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間の最

終年度(平成２４年度)比で１５％程度に相当する額を削減する。 

 また、給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手

当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・

目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検

証結果及び取組状況を公表する。 

 なお、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組みを踏

まえ、厳しく見直す。 

 さらに、事業費                  については、

中期目標期間の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間の

最終年度（平成２４年度）比で５％程度に相当する額を削減する。 

 上記に加え、内航海運活性化融資業務については、機構の資金調達額

及び日本内航海運組合総連合会（以下「内航総連」という。）への貸付

額は年々漸減していくことから、貸付金の規模も踏まえつつ業務運営の



 
第３期中期目標（改正案） 第３期中期目標（現行） 

効率化を図り、同融資業務に係る職員、契約職員及び経費の削減を行う

ものとする。 

(3) 調達等合理化の推進 

（略）   

(4) 資産の有効活用 

 （略） 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

 （略） 

 

５．その他業務運営に関する重要事項 
機構の業務の適切な実施のための取組み 
①内部統制の充実・強化 
「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平

成２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法

書に定めた事項を確実に実施する。 
特に、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報

漏えい事案等の反省に立ち、国の動向や他の独立行政法人の取組みも

参考にし、コンプライアンス体制やガバナンスの強化、入札・契約監

視機能の強化、入札契約手続きの見直し、情報管理の徹底等を行い、

入札談合等関与行為等の再発防止に徹底的に取組むとともに、業務の

適正を確保するための体制を整備する。 
また、法人の長のリーダーシップのもと、内部統制の取組みについ

て実態把握、継続的な分析、必要な見直しを行う。 
 

効率化を図り、同融資業務に係る職員、契約職員及び経費の削減を行う

ものとする。 

(3) 調達等合理化の推進 

（略）   

(4) 資産の有効活用 

 （略） 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

 （略） 

 

（新設） 

 



 
第３期中期目標（改正案） 第３期中期目標（現行） 

②情報セキュリティ対策の推進 
政府の方針に基づき、法人が保有する情報システムに対するサイバ

ー攻撃への防御能力強化、攻撃に対する組織的対応能力の強化等の適

切な情報セキュリティ対策を推進する。 
 
③情報公開の推進 
業務全般、独立行政法人会計基準等に従って作成した財務情報等に

ついて広く情報公開を推進するとともに、外部の知見の積極的な活用

を図り、業務運営の透明性を確保する。 
 
④環境への配慮 
業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮するとともに、

自然環境保全対策、地球温暖化対策等に努める。 

 


